
1/4 

○学校法人大東文化学園経営倫理綱領 

平成10年６月24日 

制定 

学校法人大東文化学園（以下「学園」という。）は、建学の精神に則り、教育研究を通し

て、真理と正義を愛する自主的精神に充ちた良識ある人材を育成し、文化の発展と人類の福

祉に貢献するという使命を負っている。 

学園関係者は、このことを強く意識し、学園の使命達成のために不断の努力を重ねなけれ

ばならず、またその経営に当っては、経営体として自らが持っている倫理性、社会性、公共

性を常に保障するにふさわしい、公正かつ透明性のある運営に努めなければならない。 

わが国の学校教育において、きわめて重要な役割を果している私立学校は、私立学校法に

おいて、その特性、自主性が尊重されるとともに、学園の運営全般にわたり公共性に十分配

慮した健全な発展が期待されている。 

学園は、私学としての使命と社会的負託に応えるべく、学問の自由、その教育理念に基づ

き、強く公共性を自覚し、高度の倫理性に裏打ちされた経営に徹し、社会的責務を果すよう

努めなければならず、いやしくも、不祥事や社会的批判を招くようなことがあってはならな

い。そのためには、学園関係者全体、とりわけ役員、評議員及び管理的立場にある教職員の

責任の自覚及び自主的な倫理の涵養が何よりも必要であり、公正かつ責任ある組織・運営を

保障する制度と規範とを明確にしなければならない。 

学園は、常に原点に立ち返って、教育研究の一層の充実向上を図るよう努力することは勿

論のこと、その経営について信頼を醸成するための学園関係者の自覚と責任ある行動を促す

ため、ここに学校法人大東文化学園経営倫理綱領（以下「綱領」という。）を制定し、綱領

の有効かつ適切な運用を図るため、学校法人大東文化学園コンプライアンス推進規程の下、

コンプライアンス推進会議を設置する。 

学園は、この綱領の制定を機に、新しい時代の要請及び社会の負託に応え得る公正で活力

ある運営を期すものである。 

１．役員、評議員及び管理的立場にある教職員が遵守すべき大綱 

(1) 学園が有する社会的使命、倫理性及び公共性を十分自覚し、法令、寄附行為をはじ

めとする学内諸規程に従い、善良な管理者として職務を遂行すること。 

(2) 学園関係者にこの綱領の趣旨を周知徹底し、倫理の向上に努めること。 

(3) 学園の業務に関する情報は正確に公開し、相互の信頼を醸成すること。 

(4) 日常的に不正の発生の防止に努め、万一不正等の事態が発生したときは、直ちに適
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切な措置を取るとともに、適切な指導、監督をし、事態を収拾するよう努めること。 

(5) 学園における経営・管理を適正に行うため、適切な学内諸規程及び制度の整備、適

正・公平な人事の実施、財政の合理的で確実な運営、並びに資金の公正かつ効率的使用

等に努めること。 

(6) 学園の業務に関し、他から金銭その他の利益や供応等を受けないこと。また、教職

員が学園の業務に関し、他から金銭その他の利益や供応等を受けることがないよう監督

すること。 

(7) 職務上知り得たか否かを問わず、学園の業務に関する機密又は非公開・未公開情報

を他に漏らさないこと。 

(8) 学園の業務に関し、自己の職務権限を越えて業者等の第三者と接触し、又は取引行

為等をしないこと。 

 (9) 自らの行動が、学園及び設置する学校の信用に重大な影響を与えることを常に認識

して行動すること。 

２．学園教職員が遵守すべき大綱 

(1) 学園が有する社会的使命と公共的性格を十分に自覚し、学園の決定及び管理責任者

の指示・命令に従い、学内諸規程等を良識をもって遵守し、公開される正確な情報によ

り、誠実に職務を遂行すること。 

(2) 日常的に不正の発生の防止に努め、万一その発生の事実を知ったときは、直ちにそ

れを管理責任者に報告するなど適切な措置を取ること。 

(3) 学園の業務に関し、他から金銭その他の利益や供応等を受けないこと。 

(4) 職務上知り得たか否かを問わず、学園の業務に関する機密を他に漏らさないこと。 

(5) 学園の業務に関し、自己の職務権限を越えて業者等の第三者と接触し、又は取引行

為等をしないこと。 

(6) 自らの行動が、学園及び設置する学校の信用に重大な影響を与えることを常に認識

して行動すること。 

３．倫理監督者 

役員、評議員及び教職員の職務に係る倫理の保持及び向上を図るため、学園に倫理監督

者を置き、法務担当常務理事をもって充てる。 

４．倫理監督者の責務等 

  倫理監督者は、役員、評議員及び教職員が特定の者と疑惑や不信を招くような関係をも

つことがないかどうかの確認に努め、その結果に基づき、役員、評議員及び教職員の職務
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に係る倫理の保持及び向上に関し、必要な指導及び助言を行うものとする。なお、倫理監

督者は、自身以外の役員及び教職員にその職務の一部を行わせることができる。 

５．利害関係者 

この綱領において、「利害関係者」とは、役員、評議員及び教職員が職務として携わる

次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。なお、利害関係者に該

当するか自ら判断できないときは、倫理監督者に相談しなければならない。 

(1)  物品、役務等の購入の契約に関係する場合 

当該契約の相手方、契約の相手方になろうとする者及びその親族並びにこれらの者の代理

人 

(2)  入学試験に関する場合 

入学志願者及びその親族並びにこれらの者の代理人 

(3)  成績評価、学位授与等に関する場合 

該当者及びその親族並びにこれらの者の代理人 

(4) 学生又は教職員の懲戒処分に関係する場合 

該当者及びその親族並びにこれらの者の代理人 

(5) 教職員の採用に関係する場合 

該当者及びその親族並びにこれらの者の代理人 

(6) その他の業務に関係する場合 

該当者及びその相手方並びにその親族並びにこれらの者の代理 人 

６．禁止行為 

役員、評議員及び教職員は、その職務に関し、利害関係人から利益の供与を受け又はそ

の要求若しくは約束してはならず、また利害関係人から請託を受けて、第三者に対し利益

を供与させ又はその供与の要求若しくは約束をしてはならない。なお、自らが利害関係者

との間で行う行為が禁止行為に該当するかどうかを判断することができない場合には、倫

理監督者に相談するものとする。 

７．利害関係者以外の者との間における禁止行為 

職員は、利害関係者に該当しない事業者であっても、その者から供応接待を繰り返し受

ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受

けてはならない。 

８．職務に係る倫理の保持を阻害する行為等の禁止 

教職員は、学園の他の教職員が禁止行為によって得た利益であることを知りながら、当
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該利益の全部若しくは一部を受け取り、又は享受してはならない。また、役員、評議員及

び管理的立場にある教職員は、その監督し、又は管理する教職員が、この規程に違反する

行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実があるときは、これを黙認してはならな

い。 

９．コンプライアンス推進会議 

コンプライアンス推進会議に必要な事項については、学校法人大東文化学園コンプライ

アンス推進会議規則に定める。 

10．施行細則 

この綱領の施行のために必要ある場合には、その細則を別に定めることができる。 

11．改廃 

この綱領の改廃は、コンプライアンス推進会議の議を経て理事会がこれを行う。 

附 則 

この綱領は、平成10年７月８日から施行する。 

附 則（令和３年12月22日） 

この綱領は、令和３年12月22日から施行する。 

附 則（令和７年３月19日） 

この綱領は、令和７年４月１日から施行する。 


